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国民文学から文学遺産へ ＊）

──前期中等教育を中心に──

飯　田　伸　二

　1990 年代後半から，フランスの国語教育において文学遺産の学習・継承の 
重要性が唱えられている。一例を挙げると，2016 年新学期から施行されてい 
る教

プ ロ グ ラ ム

育課程基準の大枠を定めた「共通基礎知識技能教養 Socle commun de con‑
naissances, de compétences et de culture」は，コレージュ 2 年から 4 年まで
のフランス語にかんする主要学習テーマとして，言語運用能力の展開，言語に
かんする知識の深化と並び，以下のようなテーマを設定している 1）──

わが国の遺産（patrimoine）となっている文学作品，現代作品，フランス語による文
学，そして古代語，外国語あるいは地方語で書かれた文学，さらに他の芸術作品，と
りわけ静止イメージや動画を対話させることによって，文学・芸術にかかわる共通の
教養を育む。 2）

こうした状況の下，文学遺産をめぐる議論が文学教育の研究者や現場の教員ら
の間で活発に交わされている。議論のテーマは，文学遺産とは何かという理論
的なアプローチから，小学校から大学までの様々な教場で文学遺産をどう教え
るかといった実践的取り組みや，ベルギー，ケベック州といったフランス語圏，
あるいはヨーロッパ諸国における教育実践との比較など多岐に渡る 3）。
　本稿では第 3 共和政以降の前期中等教育におけるフランス語教育の流れ，特
に統一コレージュ実施以後の動向に注目しながら，文学遺産という用語が定着
してゆく様を追跡する。さらに，定着の理由について考察する。
　論述の前に « patrimoine » と « héritage » の訳語について一言説明しておこ
う。これらのフランス語に対し等しく「遺産」という訳語を当てることが珍し
くない。だが，本稿では両者を区別するため，« patrimoine » およびその派生
語には「遺産」，« héritage » には「相続財産」という用語を充てることとする。
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国民文学としてのフランス文学

　西欧諸国では近代国家の成立とともに，古代語の教育と並行して，公用語で
書かれた文学の教育が推進された事実は今日よく知られている。フランスでも
普仏戦争敗北後，文学史が中等教育において確固とした地位を占めるようにな
る。同時に，従来は古代語作家の理解を助ける補助教材という性格の強かった
ラ・フォンテーヌやラシーヌのテクストが，フランス語による大作家の作品と
して古代作家から切り離して教えられはじめる。古代語の学習を通じてギリシ
ア・ラテン文化の習得を図るユマニテと並んで，フランス文学が中等教育の柱
となってゆく端緒が開けたのである。こうした動きを最も象徴的にあらわす出
来事が 1880 年のバカロレア改革である。これにより，翌年 7 月の試験からラテ
ン語演説に代わってフランス語による作文が課されるようになる 4）。
　こうしたフランス文学の制度化は，三色旗が国旗として，ラ・マルセイエー
ズが国歌としてそれぞれ制定されたのと同時期に着手された。この事実は「文
学作品は学校が到達しようとする学習目標のために使用される」 5）という指摘
の重要性に改めて光をあてる。美的趣味・知性・道徳の涵養を自らの基礎とす
るユマニテ教育の中心となるコーパスが古代語作品からフランス語作品に移行
した事実は，中等教育の狙いが従来のオネットオム（教養人）の養成だけでな
く，国民意識の注入，愛国精神の養成を主眼とするようになったことを強く示
唆するからである 6）。
　もちろんのこと，1880 年のバカロレア改革を契機に，中等教育におけるフラ
ンス文学史，フランス語作家の取り扱いについての社会的合意が一気に形成さ
れ，以後はこの合意が第 3 共和政下で連綿と保持された，というわけではない。
豊富な読書に裏打ちされた文学的教養を備えているわけではない生徒に文学史
を教える危険や，共和国の体制固めのために 17 世紀の宮廷作家による作品を
大々的に使用する是非について，幾多の議論があった事実も忘れてなるまい 7）。
　だが同時に，第 2 次大戦前夜の 1938 年に，人民戦線政権下で改訂された教育
課程基準及び指導教書が提示した方針が，少なくとも前期中等教育に大きな安
定をもたらしたのも事実である。実際，1938 年の教育課程基準・指導教書はい
ずれも，第 2 次大戦後に前期中等教育を取りまく社会環境が大きく変化するに
もかかわらず，統一コレージュが施行される 1977 年新学期まで維持され続 
ける 8）。
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　遺産という用語は，すでに 1938 年の指導教書で使用されていた。しかし，こ
の用語をめぐって特段大きな議論は行われなかった。少なくとも，そうした議
論の痕跡を示す記録・証言は管見のかぎり確認できない。その理由は，第 3 共
和政を通じて形成された文学教育のあり方・コーパスについての社会的合意が，
第 3 共和政から第 5 共和政のある時期まで強固に維持されたからであろう。す
なわち，文学教育の狙いは美的趣味，知性，道徳の涵養であり，そのコーパス
の柱はフランス文学である，という同意である。そうでなければ，第 2 次大戦，
ナチスドイツによる占領やアルジェリア戦争といった歴史的事件，大戦後の高
度成長による社会の劇的な変化にもかかわらず，前期中等教育についてはその
目標・内容・方法に大きな変化が見られなかったという事実を合理的に説明す
ることは困難であろう。

教材テクストの拡散

　ところが，前期中等教育の一本化を主眼とするアビ法が 1975 年に成立した。
法案の成立を受け，1977 年新学期から統一コレージュが施行される。それまで
児童たちは小学校を卒業すると，保護者の意向，本人の将来設計などに合わせ
て進路・進学先を選択していた。しかし，進学を希望する「児童・生徒数の爆
発的増加」 9） に対応すべく，統一コレージュが創設されたのである。これに伴
い小学校卒業した児童は全て同じタイプのコレージュに通学することになった。
そのためコレージュは，高校進学やバカロレア取得を目指す生徒だけを対象と
した従来の教育内容の見直しを迫られる。いわゆる教える側と教わる側との間
にあった，「教養にかかわる同族意識」 10）の崩壊である。
　統一コレージュ成立以前の指導解説書は実に 1938 年にまでさかのぼる。当
時，リセ，コレージュ 1 年への登録率は男子で適齢期人口の 6.4％にすぎなかっ
た 11）。女子を加えるとこの数字はさらに下がるであろうことが予想される。ま
た，コレージュは独立した教育機関というよりは，中等教育全体の 1 部門と考
えられていた。現在でもコレージュ，リセの学年を数えるさいに，これら 2 つ
の校種の違いを無視してバカロレア受験学年から逆算して数えるのは，コレー
ジュとリセを合わせ，一個の独立した中等教育として総体的に捉える伝統の名
残であろう。以上の事情もあって，当時のコレージュにおけるフランス語教育
が知性の鍛錬に主眼を置いていたことは，その指導解説書の冒頭が端的に示し
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ている──

精神の育成・涵養に資する様々な科目のうち，フランス語の授業は特別な地位を占
める。
　〔…〕現代と同様に過去の精神的現実及び具体的現実を最も容易に生徒に把握させる
ことができるのは，1 ページのフランス語を通じてなのだ。まさしくフランス語分析
においてのみ，生徒に観察，比較，論理的思考の練習を課すことができる。そしてこ
れらの練習こそ，精神の養成にうってつけなのである。 12）

ところが，適齢期人口のほぼ全体を収容する統一コレージュでは，文学テクス
トを中心教材とし（上記独立引用では文学への言及は見られないが，「フランス
語分析 explication de textes」という文言から明らかである），知性の鍛錬に
特化した教育実践を維持し続けることは困難となる。原則としてある年齢に達
した子供をすべて迎え入れる以上，多様な出自・適正を持ち，卒業後は多岐な
進路をたどる生徒に対応できる教育でなければならないからである。そのため，
統一コレージュ実施に合わせて練られた 1977・79 年の教育課程基準及び 1985
年教育課程基準でとりわけ重視されたのが「コミュニケーション」であった。
たとえば，1977 年のフランス語教育課程基準冒頭には以下のような目標が掲げ
られている──

コレージュにおけるフランス語教育は，すべての青少年が，自身の成熟度に応じ，口
頭及び筆記によって，現代フランス語で容易かつ明確にコミュニケーションをとり自
己表現する能力を授けることを第一に目指す。この領域では恵まれていない社会環境

〔出身の生徒〕は，通常の基準に比べてハンディを抱えており，それが教室では気後れ
として現れ，〔学校〕生活では成績格差をさらに深刻にしている。全生徒が，あらゆる
コミュニケーションの状況が要する条件のなかで，誤解を生じさせたり信用を失った
りする危険なしに，自らの考えを表現できるようにすること，これこそ集団生活にお
ける意思疎通を改善し，機会の均等化に資することである。 13）

ここには，行政が統一コレージュという新制度に抱いていた不安が直截に表現
されている。同時に，新たな学校制度のなかでフランス語が果たすべき役割に
対する期待も読み取れる。すなわち，統一コレージュが教育格差を是正するの
ではなく，既存の社会格差をそのまま再生産してしまうのではないか，という
危惧と同時に，格差の是正にフランス語教育が果たす積極的な役割への期待が
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あらわれているのである。
　多様化する生徒に対応する措置の一環として，1977・79 年の教育課程基準は，
従来踏襲されてきた様式に従い，学年ごとに学ぶべき作品・作家リストを作成
するのではなく，コレージュ 1・2 年，および 3・4 年用の作品・作家リストを
提示している。これは各学校の生徒の習熟度や達成度に応じて，教員が臨機応
変に教材を選べるようにするための措置と考えられる。さらに作品・作家リス
トに加え，1・2 年，および 3・4 年のそれぞれで学ぶのにふさわしいテーマも
示された──

〔コレージュ 1・2年〕
水。火。空。季節。自然と動物。山。海洋の世界。
先史時代の人間の動物。古代ギリシア・ローマ。中世の風俗と伝説。今日の生活場面。
学校と児童・生徒。家。遊びと玩具。仮面と変装。祭り。
道路。鉄道。船。飛行機。旅，冒険，探検家。遠くの土地。
謎，神秘，操作。おとぎ話
詩。音楽と歌。 14）

〔コレージュ 3・4年〕
友人と級友。教える人と教えられる人。世界を発見しようとする青年，子供。歴史に

耳を傾ける。
近代の生活。都市，通り，群衆。オフィス，工場での労働。速さ。
田園地帯と農村の活動。野生の動物と家畜。漁と猟。
商人と市場。医学と医師。職人と芸術家。
余暇。興行。スポーツ。ファッション。
笑いと微笑み。悪ふざけとおどけ。人物像と性格。
読書と精神生活。
イメージ，音楽。
現実の彼方：想像からなる領域。 15）

 1・2 年のテーマである「先史時代の人間と動物」「飛行機」「音楽と歌」あるい
は，3・4 年のテーマである「余暇」「スポーツ」「ファッション」のように，コ
レージュ生徒が容易に関心を持ちそうなテーマが多数盛り込まれている。この
ように広範囲の領域でテーマが設定されているのは，文学史上の名作や古典作
品と縁遠い家庭環境に育った生徒でも親しみが持てる教材を，教科書会社や教
員が準備できるようにするための措置と考えられる。テーマという新たな教材
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選択基準の導入により，中等教育におけるフランス語教材となりうるテクスト
の間口は大きく開かれた。新聞雑誌の記事，青少年向け科学読本の抜粋，シャ
ンソンの歌詞といったコーパスの利用に対し，言わば正式なお墨付きが与えら
れたのである。
　さらに 1977・79 年の教育課程基準では「外国文学の翻訳」，「フランス語表現
の外国人作家」（ただし 3・4 年生のみ），「報道文もしくは今日の世界にかんす
る多様な資料」という新たな項目が導入された 16）。統一コレージュ実施以前の
前期中等教育では，教育課程基準においては文学史上の名作を重視する一方で，
教科書の構成においては，生徒の生活世界と親和性の高いテクストが多くの
ページを占めるという状態が長らく続いてきた。すでに別稿で論じたように，

「17 世紀から今日にいたる散文もしくは韻文による抜粋選」と題された教育課
程基準における項目が，教科書のこのような柔軟な編集を可能にしてきたので
ある 17）。統一コレージュ実施とともに新たに導入されたこれら 2 つの学習項目
も，従来「抜粋選」が演じてきた役割とほぼ同様の機能を果たすよう期待され
ていたものと判断できる。たとえば 1・2 年向け教育課程基準の「外国文学の翻
訳」では，コレージュ生徒がすでに保育学校や小学校でリライト版にふれてい
た可能性の高い，グリム童話やアンデルセン童話といった，いわば児童文学の
定番作品があげられているからである 18）。また「報道文もしくは今日の世界に
かんする多様な資料」という学習項目の導入には，同時代の様々な事象，社会
問題に視野を広げるよう生徒を促しながら，従来の抜粋選が重視してきた彼ら
の生活世界に直結した文章を教材として提供する狙いが働いていたものと考え
られる。
　1977・79 年のコレージュ改革を通じて行われた，作家・作品・テーマ・ジャ
ンルにおける教材の多様化の動きは，文学作品がフランス語という科目の根幹
であることが必ずしも自明でなくなったことを含意する。これ以降，フランス
語教員は何をどのように教えるべきか，という根本的な問題に向き合わざるを
えなくなる。
　この問いは 1985 年の教育課程基準改訂によりさらに深刻さを増す。確かに，
77・79 年に導入された学習単元をテーマ別に組織する授業計画の有効性は 85
年においても相変わらず支持されてはいるとはいえ，具体的なテーマの提示は
教育課程基準から削除されている 19）。だが，77・79 年の改革で導入された外国



17

文学 20） と報道文という学習項目が保持されたままであり，教材となりうるテ
クストの拡散に歯止めはかかっていない。これに加えて全学年で「映画，テレ
ビ番組，多様な視聴覚作品」という学習項目が追加された 21）。具体的には低学
年では広告，高学年では映画を主な教材としてイメージにかんするリテラシー
教育を行うこととなった。母国語教育がこの分野とどうかかわるべきか，日本
では未だに議論さえされていない観があるが 22），フランスでは 1985 年の教育
課程基準改訂により同分野でフランス語が牽引的な役割を果たすことが決定し
たといえよう。その目標は「イメージの習熟」であり，具体的には「生徒が暮
らす世界をより好く，よりくまなく知覚する」ことにある 23）。

文学遺産の登場

　1996 年の教育課程基準では，「翻訳された外国文学」に代わり，新たな学習
項目として「青少年向け文学」が導入された。1985 年の「外国文学」の教材リ
ストが，ヨーロッパ児童文学の名作として評価の高い，厳選されたテクストを
中心に構成されていた（註 20 参照）のとは対照的に，「青少年向け文学」の教
材選定は従来の古典重視の方針に大きな変更を促す内容であった。
　まず「青少年向け文学」が初めて導入された学習項目である以上，教員の 
教材選択を助ける詳細な資料が必要であったはずである。にもかかわらず，教
材選択の原則は極めて一般的な指示にとどまっていた。たとえば教育課程基準
の指示は，学年で扱う作品数（「年に 1 度は若者向け文学に触れること」，1 年）
やジャンル（ 2 年では「短い物語と冒険小説」，3 年では「小説」，4 年では「ユー
モア作品」）に言及するだけでかなり漠としている 24）。さらに，学習期ごとに
編纂された教員支援資料付属の推薦教材リストに示されているのは作品タイト
ルと作家名だけであった。これでは青少年向け文学を教材として扱った経験が
ない教員からすれば，中身のある支援となっていない。そのうえ，紹介されて
いる作品数はいずれの学習期においても 100 を超えている。これは精選された
教材作品リストに基づいた教育課程基準・指導教書という従来の伝統を覆すも
のである 25）。
　このように 1996 年の教育課程基準は教材の拡散化にいっそう拍車をかけたの
である。だが同時に，この年の教育課程基準のもうひとつの狙いは「共通の教
養」の涵養であった──
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コレージュはすべての生徒に分け隔てなく普通教育を施す。この普通教育は，共通の
教養を形成する基本的知識と能力を生徒が獲得できるようにするために行われなけれ
ばならない。 26）

これを受けて，フランス語教育の目的も以下のように定められた──

　コレージュにおけるフランス語教育の目的は，個々の生徒が人格を形成し，意識的
で，自律した，責任感ある市民となることを可能にすることである。
　今日，コレージュとは全生徒に対して共通して行われる教育養成の最も高度の教育
機関である。以後，生徒の進路は分離する。生徒は社会生活に参画する。それゆえ， 
生徒は彼らの判断を組織立て，自己表現し，想像の世界を豊かにするために，基礎と
なる共通の知識の総体を習得しておかなければならない。 27）

こうした問題意識の背景には，フランスにおいて宗教・経済・雇用・民族的出
自といった多方面における分裂が深刻化し，社会としての存立を危うくしかね
ないという危機意識が 1990 年代半ばから高まった事実があると考えられる。コ
レージュ改革前年，1995 年にはジャック・シラクが社会分断を克服するべき 
主要テーマのひとつに掲げて大統領選挙を戦い，当選したことも手伝って，社
会分断の解決が喫緊の大問題として前景化したのである。教育課程基準改革を
受けて公表された『前期中等教育修了認定試験要綱』にもこうした問題意識が
反映されていた。1996 年の改革を受け，2000 年からは前期中等教育修了認定 
試験も形式・採点基準等が変更されたが，その趣旨を例題と解答例で具体的 
に示したのが『前期中等教育修了認定試験要綱』である。この要綱に収められ
た 11 の例題のうち 3 題が，貧困や社会的偏見をテーマにしたテクストを採って
いる 28）。
　以上の考察から，1996 年教育課程基準の意義は，教材の多様化を通じて教員
に対し生徒・教場の現実に対応するよう促す一方，生徒の社会統合には「共通
の教養」が不可欠であるという認識にいたった点にある，と総括しても差し支
えあるまい。
　じじつ，1996 年の教育課程基準に 5 度にわたって登場する「共通の教養」と
いう表現は，かつて統一コレージュ施行時に教育課程基準の序文で一度だけ用
いられた後，1985 年教育課程基準では採用されていない。さらに教養の基礎と
なる「文学史によって認められ，教育実践で定番となっている作品」 29）という



19

意味での「古典（的）」，さらには「遺産」「相続財産」「文明の基礎となる」と
いった，1979 年，1985 年にはほとんど見られなかった語が頻繁に使われるよう
になったのも 1996 年教育課程基準の大きな特徴である──

生徒たちは，前学年を通じて，一般的な文化遺産
0 0

（patrimoine）に属する外国作品に
接してきた。本教員支援資料の補遺に付されたリストは「外国の古典

0 0

」を重視し，20
程度のタイトルをあげている〔…〕。このタイトルリストはヨーロッパの古典

0 0

をとりわ
け重視している。とはいえ，作品が生徒の期待，好奇心，能力にかなってさえいれば，
教員が他の文化からの作品を選んでもかまわない。
　第 4 学年で提案されている学習の特色は，フランス語以外の言語において文化的な
基準を形成し，他の様々な文化に共通する文化的相続財産

0 0 0 0

（héritage）からなる作品
に生徒の関心を促すことにある。 30）〔強調筆者〕

このような言葉の使用法の変遷にも，フランス国民が共有すべき「共通の教養」
の核が，世代を経て受け継がれてきた古典・名作に求められたことが窺える。
　2009 年の教育課程基準は，1996 年の教育課程基準に見られた，教材の拡散化
と共通の教養の担保という 2 つの相反する命題のうち，前者を切り捨てて後者
を受け継いだ 31）。じじつ，外国文学・青少年向け文学・報道文・テーマにかん
する項目は一切削除されている。2009 年の教育課程基準の本質について，ある
総視学官は以下のように説明している──

　この新教育課程基準にはそれほど「新しい」ものは何もない。あるとすれば，フラ
ンス語の授業ではよく知られ，世論やメディアではしばしば皮肉の的になっている従
来の幾つかの教育実践の脱線を緊急に訂正しようとしていることくらいである。〔…〕
新教育課程基準の狙いはコレージュにおける文学の中心的な地位を改めて確認する

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

こ
とにある。 32）

実際，この教育課程基準が施行された 2009 年以降の教科書は，1940 年代後半
のどの教科書よりも徹底して文学史上の名作，傑作が幅を利かせている。そこ
に掲載された文章だけを眺めると，現在教場で使われている教科書のほうが， 
統一コレージュ以前の教科書よりも，生徒の生活世界から距離があると考えら
れるくらいである。
　同時に，用語の使用法についても興味深い変化が確認できる。上記の独立引
用では，「古典」「遺産」「相続財産」がほとんど同義語のように使われていた。
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ところが，2009 年以降は後者に統一されていく傾向が見られるのである。
　これは「遺産」という言葉が持つ独特のニュアンスから説明されよう。今， 
文学作品に求められているのは，フランス社会に「共通の教養」の核となるこ
とである以上，「集団の共有財産」という意味を持つ「遺産」が特権的に使用さ
れるのは首肯できるところであろう。また「模倣に値する」「モデルとみなされ
る」作品，あるいは特に文学で「将来の世代にモデルとなるに値する」といっ
た意味を持つ「古典」や，「受け継ぐ行為」に重点をおいた「相続財産」ではな
く，残されたもの（「祖先から受け継がれた固有財産」）という側面を強調する

「遺産」という用語が残った背景には，文学作品にかんし，世代間の伝達が危う
くなっているという危機意識が行政側に働いているものと考えられる 33）。なぜ
なら，遺産化（patrimonialisation）が発生する背景には「過去の事物が現在か
らすると徹底的に異物として感得される」 34）という事情があり，遺産化とは過
去の作品と現代との絆を修復する手段にほかならないからである。

結論に代えて――多次元のアイデンティティへ

　共通の教養を伝授し，国民意識，フランス社会・文明への帰属意識を涵養す
る目的で，文学遺産に相応しい作品を中心にフランス語教育が再組織化される
背景には，フランス社会が今日経験している深刻なアイデンティティ危機があ
ることは言を俟たない。だが，今日フランスの学校で教えられている文学遺産
が，フランス文学だけを対象にした，いわば閉じられた遺産でない点は強調さ
れなければならない──

毎年，生徒は主にフランスの遺産，そしてフランス語圏の遺産に属する作品，さらに
はヨーロッパ圏，地中海圏，あるいはさらに広く世界的な遺産に属する作品を読むよ
う促されている。 35）

目下のアイデンティティの危機とは，グローバル化が進展するなか，ヨーロッ
パとどう向き合うか，さらにはここ数世代で新たに国籍を取得した国民をどう
統合すべきかを自らに問うフランス社会の新たな挑戦にほかならない。この点
でフランスにおける文学遺産の議論は，日本の国語教育において「伝統的な言
語文化と国語の特質にかんする事項」の導入により近年試みられている伝統へ
の回帰とは一線を画していることには留意すべきであろう 36）。



21

　文学遺産は国民的アイデンティティの構成要素である以上，固定したもので
はありえず，その模索の変遷とともに常に形を変える。文学遺産とは，フラン
ス語教育における重要な教材の源である以前に，フランス社会のあり方を映し
出す鏡でもあるのだ。
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